
5 広報すおう大島 平成 24 年 ( 2012 年 )5 月号

　
「
倒
産
・
解
雇
等
に
よ
る
離
職
」・「
雇
い
止
め
な

ど
に
よ
る
離
職
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
は
、
失
業

（
離
職
）
か
ら
一
定
期
間
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。（
軽
減
に
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。）

■
対
象
者
に
つ
い
て　

　

次
の
①
～
⑤
全
て
に
あ
て
は
ま
る
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。 

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
あ
る
こ
と

②
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
年
月
日
が
、
平

成
21
年
３
月
31
日
以
後
で
あ
る
こ
と 

③
離
職
日
に
お
い
て
、
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と 

④
該
当
者
の
給
与
所
得
が
ゼ
ロ
で
な
い
こ
と

⑤
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

「
離
職
理
由
コ
ー
ド
」
が
「
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・

31
・
32
・
33
・
34
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

■
軽
減
の
算
定
方
法

　

対
象
者
の
前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得
を
３
０

／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減
し
ま
す
。（
給
与
以
外
の

所
得
、
対
象
者
以
外
の
被
保
険
者
の
所
得
、
対
象
期

間
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
１
０
０
／
１
０
０
と
し

て
算
定
し
ま
す
。）

■
申
請
に
必
要
な
も
の　

○
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証 

の
写
し

○
印
鑑

■
申
請
場
所　

　

税
務
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
・
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ
　
税
務
課　

課
税
第
１
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

非
自
発
的
失
業
者
の
方
は

　
　
　
　
　
　
　
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

◆適用される期間について
　（制度開始：平成 22 年４月～）

離職日の翌日から、翌年度末までとなります。
（例）

離職日 保険税の
軽減適用期間

  H21 年 3 月 31 日～
　　H22 年 3 月 30 日

H22 年 4 月分～
　H23 年 3 月分

  H22 年 3 月 31 日～
　　H23 年 3 月 30 日

離職日の翌日の属
する月分～
　H24 年 3 月分

  H23 年 3 月 31 日～
　　H24 年 3 月 30 日

離職日の翌日の属
する月分～
　H25 年 3 月分

  H24 年 3 月 31 日～
　　H25 年 3 月 30 日

離職日の翌日の属
する月分～
　H26 年 3 月分

※再就職して国民健康保険以外に加入する
場合は、その時点までとなります。

※平成 21 年度の国民健康保険税は対象と
なりません。

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
・
介
護
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
は
、
所
得
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
世
帯
全
員
の
所
得
の
申
告
が
必

要
で
す
。
申
告
を
し
て
い
な
い
と
、
▼
保
険
税
（
料
）
の
軽
減
が
受
け

ら
れ
な
い
。
▼
高
額
療
養
費
な
ど
の
算
定
時
に
、
自
己
負
担
限
度
額
分

が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。
▼
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
な
い
。
な

ど
の
不
都
合
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
税
の
申
告
は
、
税
務
課
・
各
総
合
支
所
・
出
張
所
で
お
早
め
に

済
ま
さ
れ
ま
す
よ
う
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
し
な
く
て
も
よ
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
不
明
な

点
等
あ
り
ま
し
た
ら
、
役
場
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
持
参
す
る
も
の

　

①
印
鑑

　

②
平
成
23
年
中
の
所
得
・
控
除
額
が
わ
か
る
も
の

　
（
源
泉
徴
収
票
・
生
命
保
険
の
払
込
証
明
書
等
）

■
問
い
合
わ
せ
　
税
務
課　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

▼
所
得
の
申
告
は
済
み
ま
し
た
か
？

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
・

介
護
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

　

　森林法改正により、今年の４月以降、
森林の土地所有者となった方は市区町
村への届出が義務付けられました。
●届出対象者　個人・法人を問わず、
売買や相続等により森林の土地を新た
に取得した場合は届出をしなければな
りません。
●届出時期　土地の所有者となった日
から 90 日以内に、取得した土地のあ
る市区町村に届出をしてください。

◆問い合わせ　　
　農林課
　☎０８２０（７９）１００２

森林の所有者届け出制度が
４月からスタートしました


